	合同会社大江戸興産　定款

	有限会社　クピパ

定　款


　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１９年４月１０日　作成　
平成１９年　　月　　日　会社設立
第１章　総　則

（商号）

第 １ 条　当会社は、合同会社大江戸興産と称する。

（目的）

第 ２ 条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

　１．書籍・雑誌その他の印刷物、及び電子出版物の企画・制作・販売
　２．映像・音声コンテンツの企画・制作・販売
　３．旅行業
　４．マーケティング・経営情報の調査収集、及び提供
　５．広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売、並びに広告代理業
　６．経営コンサルティング
　７．講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
８．宅地建物取引業 
９．前各号に付帯関連する一切の業務

（本店の所在地）

第 ３ 条　当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

（公告方法）

第 ４ 条　当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

第２章　社員及び出資
（社員の氏名及び住所、出資及び責任）

第 ５ 条　社員の氏名及び住所、出資の価額及び責任は次のとおりである。
　東京都千代田区大手町２丁目２１番地２

メゾン大江戸８０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金３００万円　　　有限責任社員　徳川家康
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　名古屋市中区大手５丁目２番地１

金１００万円　　　有限責任社員　織田信長
（持分譲渡の制限）

第 ６ 条
当会社の業務執行社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、他の総社員の承諾を得なければならない。

②
当会社の業務を執行しない社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、業務執行社員の承諾を得なければならない。

第３章　　業務の執行及び会社の代表

（業務執行社員）

第 ７ 条
社員徳川家康は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。

（代表社員）

第 ８ 条
当会社の代表社員は、社員徳川家康とする。

第4章 社員の加入及び退社
（社員の加入）

第 ９ 条
新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意を要する。

（新加入社員の責任）

第１０条
当会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた会社の債務についても責任を負うものとする。

（任意退社）

第１１条
各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合、各社員は２ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。

②
各社員は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。この場合、各社員は２ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。ただし、会社に不利な時期に退社する場合は、会社に対して損害を賠償する責任を負う。

（法定退社）

第１２条
各社員は、会社法第６０７条の規定により退社する。

②
前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人またはその他一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

第５章　計　算

（損益分配の割合）

第１３条
各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。

（事業年度）

第１４条　当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第６章　附　則

（定款に定めのない事項）

第１５条　本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

以上、合同会社大江戸興産設立に際し、社員徳川家康　外１名の定款作成代理人である行政書士 小倉　純一 が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
　平成１９年４月１０日
有限責任社員　　徳川　家康
　　　　
有限責任社員　　織田　信長
上記代理人　　行政書士　小倉純一
